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●
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

○
近
年
、
令
和
元
年
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日
本
台
風
や
令
和
２
年
７
月
豪
雨
等
、
全
国
各
地
で
水
災
害
が
激
甚
化
・
頻
発
化

○
気
候
変
動
の
影
響
に
よ
り
、
2
1
世
紀
末
に
は
、
全
国
平
均
で
降
雨
量
１
．
１
倍
、
洪
水
発
生
頻
度
２
倍
に
な
る
と
の
試
算

背
景
・
必
要
性

＜
予
算
関
連
法
律
案
＞

降
雨
量
の
増
大
等
に
対
応
し
、
ハ
ー
ド
整
備
の
加
速
化
・
充
実
や
治
水
計
画
の
見
直
し
に
加
え
、
上
流
・
下
流
や

本
川
・
支
川
の
流
域
全
体
を
俯
瞰
し
、
国
、
流
域
自
治
体
、
企
業
・
住
民
等
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
取
り
組
む

「
流
域
治
水
」
の
実
効
性
を
高
め
る
法
的
枠
組
み
「
流
域
治
水
関
連
法
案
」
を
整
備
す
る
必
要

【
目
標
・
効
果
】
気
候
変
動
に
よ
る
降
雨
量
の
増
加
に
対
応
し
た
流
域
治
水
の
実
現
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⇒
約
1
7
,0
0
0河
川
（
20
2
5
年
度
）

３
．
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害
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さ
せ
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河
川
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市
計
画
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災
集
団
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転
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置
法
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建
築
基
準
法
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１
．
流
域
治
水
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計
画
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体
制
の
強
化
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特
定
都
市
河
川
法
】

２
．
氾
濫
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き
る
だ
け
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の
対
策
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下
水
道
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特
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市
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川
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市
計
画
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緑
地
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川
の
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街
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よ
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河
川
整
備
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被
害
防
止
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困
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河
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え
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的
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に
よ
り
困
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な
河
川
を
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追
加
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全
国
の
河
川
に
拡
大
）

◆
流
域
水
害
対
策
に
係
る
協
議
会
の
創
設
と
計
画
の
充
実

－
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
等
の
関
係
者
が
一
堂
に
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し
、
官
民
に
よ
る

雨
水
貯
留
浸
透
対
策
の
強
化
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浸
水
エ
リ
ア
の
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地
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等
を
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－
協
議
結
果
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流
域
水
害
対
策
計
画
に
位
置
付
け
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確
実
に
実
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河
川
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下
水
道
に
お
け
る
対
策
の
強
化

４
．
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害
の
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、
早
期
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旧
・
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興
の
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め
の
対
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水
防
法
、
土
砂
災
害
防
止
法
、
河
川
法
】 流
域
治
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の
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メ
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2
0
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比
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治
水
ダ
ム
の
建
設
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再
生

利
水
ダ
ム
活
用

雨
水
貯
留
浸
透
施
設

避
難
拠
点
の
整
備

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成

浸
水
被
害
防
止
区
域

貯
留
機
能
保
全
区
域

防
災
集
団
移
転
事
業

堤
防
強
化

◎
堤
防
整
備
等
の
ハ
ー
ド
対
策
を
更
に
推
進
（予
算
）

地
区
計
画

下
水
道
整
備

砂
防
施
設
の
整
備

法
案
の
概
要

－
利
水
ダ
ム
の
事
前
放
流
の
拡
大
を
図
る
協
議
会
（
河
川
管
理
者
、
電
力
会
社
等
の
利
水
者
等
が
参
画
）の
創
設
（
※
予
算
・
税
制
）

－
下
水
道
で
浸
水
被
害
を
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ぐ
べ
き
目
標
降
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を
計
画
に
位
置
付
け
、
整
備
を
加
速

－
下
水
道
の
樋
門
等
の
操
作
ル
ー
ル
の
策
定
を
義
務
付
け
、
河
川
等
か
ら
市
街
地
へ
の
逆
流
等
を
確
実
に
防
止

◆
流
域
に
お
け
る
雨
水
貯
留
対
策
の
強
化

－
貯
留
機
能
保
全
区
域
を
創
設
し
、
沿
川
の
保
水
・
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
を
確
保

－
都
市
部
の
緑
地
を
保
全
し
、
貯
留
浸
透
機
能
を
有
す
る
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
活
用

－
認
定
制
度
、
補
助
、
税
制
特
例
に
よ
り
、
自
治
体
・
民
間
の
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
整
備
を
支
援

◆
水
防
災
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
、
住
ま
い
方
の
工
夫

－
浸
水
被
害
防
止
区
域
を
創
設
し
、
住
宅
や
要
配
慮
者
施
設
等
の
安
全
性
を
事
前
確
認
（
許
可
制
）

－
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
の
エ
リ
ア
要
件
の
拡
充
等
に
よ
り
、
危
険
エ
リ
ア
か
ら
の
移
転
を
促
進

－
災
害
時
の
避
難
先
と
な
る
拠
点
の
整
備
や
地
区
単
位
の
浸
水
対
策
に
よ
り
、
市
街
地
の
安
全
性
を
強
化

（
※
予
算
関
連
）

（
※
予
算
関
連
）

－
洪
水
等
に
対
応
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
を
中
小
河
川
等
ま
で
拡
大
し
、
リ
ス
ク
情
報
空
白
域
を
解
消

－
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
係
る
避
難
計
画
・
訓
練
に
対
す
る
市
町
村
の
助
言
・
勧
告
に
よ
っ
て
、
避
難
の
実
効
性
確
保

－
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
権
限
代
行
の
対
象
を
拡
大
し
、
災
害
で
堆
積
し
た
土
砂
の
撤
去
、
準
用
河
川
を
追
加

（
※
予
算
関
連
・
税
制
）
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整
備
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令
和
３
年
２
月
２
日

水
管
理
・
国
土
保
全
局

都
市

局

「
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

（
）
を
閣
議
決
定

流
域
治
水
関
連
法
案

～
流
域
全
体
を
俯
瞰
し
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が
協
働
す
る
「
流
域
治
水
」
を
実
現
し
ま
す
！
～

気
候
変
動
の
影
響
に
よ
る
降
雨
量
の
増
加
等
に
対
応
す
る
た
め
、
流
域
全
体
を
俯
瞰
し
、
あ
ら

ゆ
る
関
係
者
が
協
働
し
て
取
り
組
む
「
流
域
治
水
」
の
実
現
を
図
る
「
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害

対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（

）
が
、
本
日
、
閣
議
決
定
さ
れ

」
流
域
治
水
関
連
法
案

ま
し
た
。

１
．
背
景

近
年
、
全
国
各
地
で
水
災
害
が
激
甚
化
・
頻
発
化
す
る
と
と
も
に
、
気
候
変
動
の
影
響
に
よ
り
、

今
後
、
降
雨
量
や
洪
水
発
生
頻
度
が
全
国
で
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
ハ
ー
ド
整
備
の
加
速
化
・
充
実
や
治
水
計
画
の
見
直
し
に
加
え
、
上
流
・
下
流
や
本

川
・
支
川
の
流
域
全
体
を
俯
瞰
し
、
国
や
流
域
自
治
体
、
企
業
・
住
民
等
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
が

協
働
し
て
取
り
組
む
「
流
域
治
水
」
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
以
下
を
内
容
と
す
る
「
流
域
治

水
関
連
法
案
」
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

２
．
改
正
案
の
概
要

（
１
）
流
域
治
水
の
計
画
・
体
制
の
強
化

・
流
域
治
水
の
計
画
を
活
用
す
る
河
川
を
拡
大

・
流
域
水
害
対
策
に
係
る
協
議
会
の
創
設
と
計
画
の
充
実

（
２
）
氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
た
め
の
対
策

・
利
水
ダ
ム
の
事
前
放
流
の
拡
大
を
図
る
協
議
会
の
創
設

・
下
水
道
で
浸
水
被
害
を
防
ぐ
べ
き
目
標
降
雨
を
計
画
に
位
置
付
け
、
整
備
を
加
速

・
下
水
道
の
樋
門
等
の
操
作
ル
ー
ル
の
策
定
を
義
務
付
け

・
沿
川
の
保
水
・
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
を
確
保
す
る
制
度
の
創
設

・
雨
水
の
貯
留
浸
透
機
能
を
有
す
る
都
市
部
の
緑
地
の
保
全

・
認
定
制
度
や
補
助
等
に
よ
る
自
治
体
・
民
間
の
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
整
備
支
援

等

（
３
）
被
害
対
象
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
対
策

・
住
宅
や
要
配
慮
者
施
設
等
の
浸
水
被
害
に
対
す
る
安
全
性
を
事
前
確
認
す
る
制
度
の
創
設

・
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
の
エ
リ
ア
要
件
の
拡
充

・
災
害
時
の
避
難
先
と
な
る
拠
点
の
整
備
推
進

・
地
区
単
位
の
浸
水
対
策
の
推
進

等

（
４
）
被
害
の
軽
減
、
早
期
復
旧
、
復
興
の
た
め
の
対
策

・
洪
水
対
応
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
を
中
小
河
川
に
拡
大

・
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
避
難
計
画
に
対
す
る
市
町
村
の
助
言
・
勧
告
制
度
の
創
設

・
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
災
害
時
の
権
限
代
行
の
対
象
拡
大

等

【
問
い
合
わ
せ
先
】

○
水
管
理
・
国
土
保
全
局
水
政
課

米
田
、
山
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狩
、
降
籏
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岡
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>
報

道
発

表
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>
「特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」（
流

域
治

水
関

連
法

案
）を

閣
議

決
定

～
流

域
全

体
を

俯
瞰

し
、

あ
ら

ゆ
る

関
係

者
が

協
働

す
る

「
流

域
治

水
」を

実
現

し
ま

す
！

～

「
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」
（
流

域
治

水
関

連
法

案
）
を

閣
議

決
定

～
流

域
全

体
を

俯
瞰

し
、

あ
ら

ゆ
る

関
係

者
が

協
働

す
る

「
流

域
治

水
」
を

実
現

し
ま

す
！

～

ホ
ー

ム

国
土

交
通

省
に

つ
い

て

報
道

・
広

報

政
策

・
法

令
・
予

算

オ
ー

プ
ン

デ
ー

タ

お
問

い
合

わ
せ

・
申

請

報
道

・
広

報

令
和

3
年

2
月

2
日

気
候

変
動

の
影

響
に

よ
る

降
雨

量
の

増
加

等
に

対
応

す
る

た
め

、
流

域
全

体
を

俯
瞰

し
、

あ
ら

ゆ
る

関
係

者
が

協
働

し
て

取
り

組
む

「
流

域
治

水
」の

実
現

を
図

る
「
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
 対

策
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」
（流

域
治

水
関

連
法

案
）
が

、
本

日
、

閣
議

決
定

さ
れ

ま
し

た
。

１
 ．

 背
景

        近
年

、
全

国
各

地
で

水
災

害
が

激
甚

化
・
頻

発
化

す
る

と
と

も
に

、
気

候
変

動
の

影
響

に
よ

り
、

　
　

今
後

、
降

雨
量

や
洪

水
発

生
頻

度
が

全
国

で
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

ま
す

。

　
　

　
こ

の
た

め
、

ハ
ー

ド
整

備
の

加
速

化
・
充

実
や

治
水

計
画

の
見

直
し

に
加

え
、

上
流

・下
流

や

     本
川

・
支

川
の

流
域

全
体

を
俯

瞰
し

、
国

や
流

域
自

治
体

、
企

業
・
住

民
等

、
あ

ら
ゆ

る
関

係
者

　
　

が
協

働
し

て
取

り
組

む
「流

域
治

水
」
の

実
効

性
を

高
め

る
た

め
、

以
下

を
内

容
と

す
る

「
流

域

　
　

治
水

関
連

法
案

」
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。

２
 ．

 改
正

案
の

概
要

 （１
） 流

域
治

水
の

計
画

・体
制

の
強

化

Page 1 of 3
報

道
発

表
資

料
：
「
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」
（
流

域
...
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添
付

資
料

　
 　

・流
域

治
水

の
計

画
を

活
用

す
る

河
川

を
拡

大

　
 　

・流
域

水
害

対
策

に
係

る
協

議
会

の
創

設
と

計
画

の
充

実

 （２
） 氾

濫
を

で
き

る
だ

け
防

ぐ
た

め
の

対
策

　

 　
　

・利
水

ダ
ム

の
事

前
放

流
の

拡
大

を
図

る
協

議
会

の
創

設

 　
　

・下
水

道
で

浸
水

被
害

を
防

ぐ
べ

き
目

標
降

雨
を

計
画

に
位

置
付

け
、

整
備

を
加

速

 　
　

・下
水

道
の

樋
門

等
の

操
作

ル
ー

ル
の

策
定

を
義

務
付

け

 　
　

・沿
川

の
保

水
・
遊

水
機

能
を

有
す

る
土

地
を

確
保

す
る

制
度

の
創

設

 　
　

・雨
水

の
貯

留
浸

透
機

能
を

有
す

る
都

市
部

の
緑

地
の

保
全

 　
　

・認
定

制
度

や
補

助
等

に
よ

る
自

治
体

・
民

間
の

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
整

備
支

援
 　

　
　

　
　

等

 （３
） 被

害
対

象
を

減
少

さ
せ

る
た

め
の

対
策

 　
　

・住
宅

や
要

配
慮

者
施

設
等

の
浸

水
被

害
に

対
す

る
安

全
性

を
事

前
確

認
す

る
制

度
の

創
設

 　
　

・防
災

集
団

移
転

促
進

事
業

の
エ

リ
ア

要
件

の
拡

充

 　
　

・災
害

時
の

避
難

先
と

な
る

拠
点

の
整

備
推

進

 　
　

・地
区

単
位

の
浸

水
対

策
の

推
進

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
等

 （４
） 被

害
の

軽
減

、
早

期
復

旧
、

復
興

の
た

め
の

対
策

 　
　

・洪
水

対
応

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

作
成

を
中

小
河

川
に

拡
大

　
　

 　
　

・要
配

慮
者

利
用

施
設

の
避

難
計

画
に

対
す

る
市

町
村

の
助

言
・
勧

告
制

度
の

創
設

　
　

 　
　

・国
土

交
通

大
臣

に
よ

る
災

害
時

の
権

限
代

行
の

対
象

拡
大

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

等

記
者

発
表

資
料

（
P

D
F
形

式
）

概
要

（
P

D
F
形

式
）

要
綱

（
P

D
F
形

式
）

案
文

・
理

由
（
P

D
F
形

式
）

新
旧

対
照

条
文

（
P

D
F
形

式
）

参
照

条
文

（P
D

F
形

式
）

国
土

交
通

省
水

管
理

・
国

土
保

全
局

水
政

課
　

米
田

、
山

田
狩

、
降

籏
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F
A
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国
土

交
通

省
都
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局

都
市

計
画

課
　

安
江

、
舩

岡

T
E
L
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F
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お
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い
合
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せ

先
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発

表
資

料
：
「
特

定
都

市
河

川
浸

水
被

害
対

策
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」
（
流

域
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